
　

案件

第４３号

第４４号

日野市まなびあい審議会の設置に関する条例の提出について

日野市社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正する条例の提
出について

令和８年(２０２６年)２月１０日(火)   午後２時

開催場所

教育委員会室（５０６会議室）

教育委員　各位

 

令 和 ８ 年 ( ２ ０ ２ ６ 年 ) ２ 月 ６ 日

日 教 庶 第 ７ ０ ８ 号

日野市教育委員会

　   教育長　白石　高士

（公印省略）

開催日時

令和７年度第１１回教育委員会定例会の開催について

　日野市教育委員会告示第16号により、下記のとおり令和７年度第１１回教育委員会
定例会を開催します。定刻までに御参集ください。

第４１号

第４２号

日野市立学校の学校医等の委嘱について

令和8年度日野市教育委員会所管予算案の決定について

議案



第２９号 行政情報の公開請求

石垣市議会保守派が通した「"君が代"を歌えるか、音楽で習ったか
等、小中学生に直接調査させる決議」を、同市教委が不実施議決し
た際の論点を、本市の教職員に周知頂くよう求める等の請願

第7-12号

第11期日野市郷土資料館協議会委員の任命について

教育管理職の異動（内申）について

第４５号

第４６号

請願

報告事項



ページ番号

令和８年３月３１日をもって日野市立学校の学校医等の任期が満了となるた
め、令和８・９年度の学校等を委嘱するものです。

教育長　白石　高士

《提案理由》

議案第４１号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和８年２月１０日  提出

日野市立学校の学校医等の委嘱について
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１．令和８・９年度日野市立学校の学校医等委嘱者

（１）小学校

学校名 科別 氏名 住所

内 科 高 品 尚 哉

眼 科 吉 田 顕 照

耳鼻科 横 山 正 人

歯 科 木 村 篤

薬剤師 上 田 清 隆

内 科 土 方 利 之

眼 科 津 村 豊 明

耳鼻科 鈴 木 勲

歯 科 三 枝 恵 理 子

薬剤師 山 口 晶 子

内 科 三 石 達 也

眼 科 天 野 尚

耳鼻科 横 山 正 人

歯 科 大 島 寿 夫

薬剤師 河 西 ゆ か り

内 科 石 田 良 一

眼 科 吉 田 顕 照

耳鼻科 鈴 木 勲

歯 科 富 田 雅 彦

薬剤師 笹 本 尚 広

内 科 佐 野 は つ の

眼 科 大 平 文

耳鼻科 谷 合 隆

歯 科 森 田 髙 広

薬剤師 山 田 哲 道

内 科 井 上 徹 也

眼 科 仁 井 誠 治

耳鼻科 内 野 盛 恵

歯 科 宍 戸 明 彦

薬剤師 栗 矢 勝 宏

内 科 森 久 保 雅 道

眼 科 見 好 貴 公

耳鼻科 清 水 雅 明

歯 科 武 内 義 晴

薬剤師 梶 ケ 谷 早 織

内 科 川 口 明 日 香

眼 科 麦 倉 好 江

耳鼻科 谷 合 隆

歯 科 大 西 孝 司

薬剤師 久 保 寺 幸 子

日 野 第 一 小 学 校

豊 田 小 学 校

日 野 第 三 小 学 校

日 野 第 四 小 学 校

日 野 第 五 小 学 校

潤 徳 小 学 校

平 山 小 学 校

日 野 第 六 小 学 校
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学校名 科別 氏名 住所

内 科 西 久 保 秀 紀

眼 科 羽 藤 史 子

耳鼻科 鈴 木 勲

歯 科 村 上 充

薬剤師 鬼 頭 英 恵

内 科 牛 尾 方 信

眼 科 見 好 貴 公

耳鼻科 谷 合 隆

歯 科 爲 國 大 輔

薬剤師 山 﨑 茂

内 科 大 城 清 彦

眼 科 天 野 尚

耳鼻科 内 野 盛 恵

歯 科 土 屋 耐 子

薬剤師 小 川 美 紀

内 科 福 岡 利 仁

眼 科 見 好 貴 公

耳鼻科 清 水 雅 明

歯 科 飯 島 暁 子

薬剤師 伊 藤 美 和

内 科 秋 野 実 咲

眼 科 津 村 豊 明

耳鼻科 谷 合 隆

歯 科 楢 本 友 佳 子

薬剤師 栗 太 隆

内 科 中 川 均

眼 科 天 野 尚

耳鼻科 横 山 正 人

歯 科 四 宮 博 文

薬剤師 田 中 悦 子

内 科 石 川 俊 一

眼 科 天 野 尚

耳鼻科 横 山 正 人

歯 科 武 井 保 夫

薬剤師 中 野 弘 子

内 科 須 賀 康 正

眼 科 麦 倉 好 江

耳鼻科 清 水 雅 明

歯 科 髙 井 洋 之

薬剤師 小 林 恵 美

内 科 鹿 志 村 紀 美 枝

眼 科 羽 藤 史 子

耳鼻科 鈴 木 勲

歯 科 藤 本 晋 一

薬剤師 瀬 川 実

七 生 緑 小 学 校

日 野 第 七 小 学 校

南 平 小 学 校

旭 が 丘 小 学 校

東 光 寺 小 学 校

仲 田 小 学 校

夢 が 丘 小 学 校

日 野 第 八 小 学 校

滝 合 小 学 校
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（２）中学校

学校名 科別 氏名 住所

内 科 石 塚 康 人

眼 科 天 野 尚

耳鼻科 横 山 正 人

歯 科 松 井 茂 樹

薬剤師 広 島 英 明

内 科 日 名 子 尚 子

眼 科 仁 井 誠 治

耳鼻科 内 野 盛 恵

歯 科 服 部 保 宏

薬剤師 山 田 知 潮

内 科 朝 比 奈 崇 介

眼 科 見 好 貴 公

耳鼻科 清 水 雅 明

歯 科 前 澤 学

薬剤師 目 黒 明 日 香

内 科 戸 塚 輝 治

眼 科 麦 倉 好 江

耳鼻科 鈴 木 勲

歯 科 久 富 栄 二

薬剤師 磯 田 麻 知 子

内 科 髙 垣 信 一

眼 科 津 村 豊 明

耳鼻科 内 野 盛 恵

歯 科 関 口 祐 司

薬剤師 有 賀 友 基

内 科 髙 橋 佐 智 子

眼 科 羽 藤 史 子

耳鼻科 清 水 雅 明

歯 科 峯 岸 大 造

薬剤師 山 口 晶 子

内 科 高 瀬 雅 久

眼 科 仁 井 誠 治

耳鼻科 谷 合 隆

歯 科 松 本 裕 介

薬剤師 小 松 和 泉

内 科 渡 邊 彈

眼 科 吉 田 顕 照

耳鼻科 谷 合 隆

歯 科 橋 本 亘

薬剤師 下 牧 実 穂

日 野 第 三 中 学 校

日 野 第 四 中 学 校

三 沢 中 学 校

大 坂 上 中 学 校

平 山 中 学 校

日 野 第 一 中 学 校

日 野 第 二 中 学 校

七 生 中 学 校
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（３）幼稚園

学校名 科別 氏名 住所

内 科 牛 尾 方 信

歯 科 杉 野 伸 一 郎

内 科 佐 野 は つ の

歯 科 黒 澤 洋 行

２．学校医等の任期

　令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで

《日野市立学校の学校医等の任用等に関する規則》

　第２条　学校医等は、非常勤の職員とし、教育委員会が委嘱する。

　第３条　学校医等の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

　２　学校医等が欠けたとき及び新設された学校には、学校医等を充足することが

　　　できる。その任期は、前任者又は他校現任者の残任期間とする。

第 七 幼 稚 園

第 二 幼 稚 園
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ページ番号

令和8年度日野市一般会計予算の内示がありましたので、教育に関する事務に
係る予算について教育委員会の意見を伺うものです。

教育長　白石　高士

《提案理由》

議案第４２号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和８年２月１０日  提出

令和8年度日野市教育委員会所管予算案の決定について
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非公開
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ページ番号

社会教育委員と公民館運営審議会を統合するため、条例を制定するものです。

教育長　白石　高士

《提案理由》

議案第４３号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和８年２月１０日  提出

日野市まなびあい審議会の設置に関する条例の提出について
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非公開

 - 10 -



　

非公開
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非公開
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非公開
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非公開
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非公開
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非公開

 - 16 -



　

非公開
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ページ番号

社会教育委員と公民館運営審議会の統合に際し、社会教育委員の職務を切れ目
なく移行するため、条例を改正するものです。

教育長　白石　高士

《提案理由》

議案第４４号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和８年２月１０日  提出

日野市社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正する条例の提出について
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非公開

 - 20 -



　

非公開
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非公開
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ページ番号

第10期日野市郷土資料館協議会委員任期が令和８年３月３日までで終了となる
ため、第11期委員を新たに任命するものです。

教育長　白石　高士

《提案理由》

議案第４５号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和８年２月１０日  提出

第11期日野市郷土資料館協議会委員の任命について
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第１１期日野市郷土資料館協議会委員 

 

 

《任命者名簿》  

番

号  
氏   名  住    所  備考  期  

１  佐藤福子   
学識経験者  

（歴史・古文書研究）  
5 

２  片山  敦   
学識経験者  

（生物・環境教育）  
5 

３  河合今日子   公募市民  3 

４  藤森寛行   公募市民  3 

５  菅野竜也   
学校教育関係者  

（東光寺小学校長）  
2 

６  伴  光明   
学校教育関係者  

（日野第三中学校長）  
2 

７  柳元太郎   
社会教育の関係者  

（郷土教育研究）  
2 

８  小野一之   
社会教育の関係者  

（地域史・博物館学）  
新  

９  八嶋泰子   
家庭教育の向上に資する活動を行う者  

（保護者）  
新  

10 齊藤有里加   
学識経験者  

（保全生物学、科学技術史）  
新  

 

任期   自   令和   ８年  ３月４日  

          至   令和 10 年  ３月３日  
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《関係法令》 

 

博物館法 (昭和 26年法律第 285号) 

第二十三条 公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。 

２ 博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見

を述べる機関とする。 

第二十四条 博物館協議会の委員は、地方公共団体の設置する博物館にあつては当該博物

館を設置する地方公共団体の教育委員会（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

三十一年法律第百六十二号）第二十三条第一項の条例の定めるところにより地方公共団体

の長が当該博物館の設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされて

いる場合にあつては、当該地方公共団体の長）が、地方独立行政法人の設置する博物館にあ

つては当該地方独立行政法人の理事長がそれぞれ任命する。 

第二十五条 博物館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他博物館協議

会に関し必要な事項は、地方公共団体の設置する博物館にあつては当該博物館を設置する

地方公共団体の条例で、地方独立行政法人の設置する博物館にあつては当該地方独立行政

法人の規程でそれぞれ定めなければならない。この場合において、委員の任命の基準につい

ては、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。 

 

 

日野市郷土資料館条例 

（資料館協議会） 

第８条 博物館法（昭和 26 年法律第 285 号）第 23 条第１項の規定に基づき、日野市郷土

資料館協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（委員の任命及び定数） 

第９条 協議会の委員（以下「委員」という。）は、教育委員会が任命する。 

２ 委員の定数は、10 人以内とし、次に掲げる者で構成する。 

(1) 学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経

験者 ８人以内 

(2) 公募による市民 ２人以内 

（委員の任期） 

第 10 条 委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任を妨げない。 
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ページ番号

校長及び副校長の異動について、東京都教育委員会に内申するものです。

教育長　白石　高士

《提案理由》

議案第４６号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和８年２月１０日  提出

教育管理職の異動（内申）について
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非公開

 - 28 -



　

非公開
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非公開
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非公開
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請願審査 

 

請 願 

番 号 
請願第７－１２号 

受 付 

年月日 
令和８年１月８日 

件 名 

石垣市議会保守派が通した「"君が代"を歌えるか、音楽で習ったか等、小中

学生に直接調査させる決議」を、同市教委が不実施議決した際の論点を、本

市の教職員に周知頂くよう求める等の請願 

請願者 

住 所 

氏 名 
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ページ番号

教育長　白石　高士

報告事項第２９号

日野市教育委員会

このことについて、次のとおり報告する。

令和８年２月１０日  提出

行政情報の公開請求
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行政情報の公開請求 

 

 請求日 決定日 請求件名 決定内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ １月８日 １月２２日 

１ 後掲の都教委ＨＰに出ている、

2025年 12月２日の第５回まで会合を

重ねた「学校と家庭・地域とのより良

好な関係づくりに係る有識者会議」（以

下、有識者会議）」 

の内容や配布物等について、都教委と

日野市教委の間でやり取りした文書

（都教委が教育長会や指導室課長会、

メールを含む文書等で、「日野市教委を

始めとする地教委 

から、学校に〔【資料１（別添）【資料

１（別添）】保護者の皆様へ】｝のよう

な〕文書を配布し保護者説明会を開け、

その様子等を都教委に報告しろ等）。 

 

２ 本会が取材・執筆した月刊『紙の

爆弾』（日野市教委と都教員に既送信）

は、【有識者会議がモンスターペアレン

トだけ問題視し、「保護者・生徒等が管

理統制的 

政策を出すモンスター教委やモンスタ

ー校長ら」も、問題にするべきだ――

という意見は、都教委の調査で 12％・

3％という、低くはない数字】を出して

いる。 

この【 】部の内容について、本会の

請願審査の事前の検討の際、議論した

ことを記録した文書。及び、この【 】

部の内容について、都教委と日野市教

委の間でやり 

取りした文書（都教委が教育長会や指

導室課長会、メールを含む文書）。の「都

教委と日野市教委の間でやり取りした

文書（都教委が教育長会や指導室課長

会、メールを含む文書）」部分 

全部公開 

および 

不存在 
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２ 
１月８日 １月２０日 

２ 本会が取材・執筆した月刊

『紙の爆弾』（日野市教委と都教

員に既送信）は、【有識者会議が

モンスターペアレントだけ問題

視し、「保護者・生徒等が管理統

制的政策を出すモンスター教委

やモンスター校長ら」も、問題

にするべきだ――という意見

は、都教委の調査で 12％・3％と

いう、低くはない数字】を出し

ている。 

 この【 】部の内容について、

本会の請願審査の事前の検討の

際、議論したことを記録した文

書。 

不存在 

３ １月８日 １月２２日 

日野市二十歳の集いの進行台本

（司会者や市の職員が持つも

の） 

部分公開 
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